
Tこ
だいし、っ し ゅにもつじこ 第 1 ;種荷物事故 隠l欽が荷送人か

ら巡送のため引渡をう けた巡送品に， 輸送中に発生する各極の

荷物事故のうち， 巡送品に滅失 ・ き扱の央包が生じたもの，お

よび延~Yí' (所定の引波期間内に着駅に到i主しないか，もし く は配

達することができないもの)した事故。つぎのように分類され

る。

1 盗 難 盗難の事実が Ijfj らかであるもの，または事故

の状態により液難にかかったと HË定されるもの。

2 不 着 l 口のうちの全部または一部が差以に到着し

ないもの。

3 紛 失 盗難にかか ったとは認められないが，輸送中

または保管中に所在不明となったもの。

4 磁 損 阪形が全部または-1;il敬fJlしたもの。

5 減 量 巡送品の中"とが全部ま たは-Iffl漏出またはj悦

r'if した もの。

6 ;糟 損 海水 ・ 雨水等の浸測によ って濡れたもの。

7 汚 損 汚水 ・ 1由賄罪Ij . 薬品などの付着以il11によ っ て

汚卸した ものp

8 焼 損 火気または薬品などによ っ て焼Jllまたは焦損

したもの。

9 変 質 腐敗 ・ 変質 ・ 品傷み . Jï.1気感染 ・ 務主1 ・ 湿tn .

かびm ・ 溶解 ・ 凍結などによ って逮送品の品質が変化しまたは

低下したもの。

10 動物死傷 前魚 ・ 活烏 ・ 虫類 ・ i吠源iなど動物が死傷した

もの。

II その他の品lf拐 さびつき ・ 植物のしぼみまたは枯死，発

が(蛾)など fÌÌJ各号以外の損傷を生じたも の。

12 延 着 引波期間満了後五音駅に到xt しまたは配達引波

をしたものい引波JYJ間)。

国鉄は巡送品の巡送については， 商法に定める五J!送人として，

f，Ij送人との巡送契約にもと づいて，述送3R3を所定の引渡JUJr首1 内

に滅失 ・ き jJ:lな どの事故なく運送しなければならない義務があ

るのでI ~; 1 極荷物事故が発生し，述送品にmmが生じまたは

延清したときには，その原因が国鉄の故意や重過失によ る場合

はもちろんであるが陵皮の過失による場合であっても，国鉄

が進んで自己にjl!!J失がないこ とを立証することができなければ，

荷主に対して割lrr:-を賠償しなければならない。したがっ て第 l

飯荷物事政とは， 月IJの表現を用いれば，荷主との間にt!l容賠償

の対象となる巡送品の司王放をいう ， ということができる。

~\" 1 種荷物事故については，原則として着駅の駅長からの報

告にもとづいて，岩駅を管轄する鉄道一管理局長が関係箇所につ

第 2 表 昭和 11-31 年度

荷物発送数益:に対する第 1 極荷物事故発生割合(万分比)

?ヰド荷物 小荷物 | 小口扱 I匹 扱

II 0.36 0.82 1.49 41.28 

14 1.31 3.28 2.89 45.03 

15 2.16 5.79 3.54 42.99 

16 1.99 7.15 3.04 46.51 

17 2.63 4.46 3.20 48.74 

18 3.21 4.20 3.68 41.07 

19 5.43 4.61 4.18 43.03 

20 6.87 12.04 4.27 28.95 

21 14.47 12.75 10.02 55.91 

22 8.75 4.02 9.74 76.92 

23 8.12 4.61 13.21 87.01 

24 4.40 4.52 14.24 74.51 

25 2.15 4.77 I!.lO 74.71 

26 1.66 4.14 9.97 56.88 

27 1.04 2.88 8.50 52.56 

28 0.89 2.73 8.34 50.55 

29 0.83 2.02 7.03 40.50 

30 0.64 1.55 6.47 39.81 

31 0.65 1.97 6.55 36.99 
'--
何i考 1 小口敏には治行小口扱 ・ トン扱を含む.

2 手小荷物は発送悩数をそのままとり，小口扱は発送ト

γ数を 11図 45kg として個数に換算し. 車訟は使用車数

を発送数量と L. これをもって事故発生件政を除しこ

れを l 万倍した指数である.

3 12, 13 年度省略.

第 1 表 昭和 11-31 年度年度別第 lblì荷物事放件数(12 ・ 13年度省略)

lx II 14 115 I 16 I 17 20 I 21 I 22 I 23 I 24 27 28 29 30 31 

l1.i 鰍 124 351 1,846 2,551 3,0531 3 ，96~ 19,058 19,009 17,140 8,618 4,197 3,267 2,299 1,721 1.317 980 1,020 

不 :i'fl 4,147 33,034 37,886 35,360 32,5711 36,531 44 ,800,66,623 81,883 76,988 71.099 43,707 26,939 20,36 16,211 14 ,556 9，∞4 6,152 7,533 

紛 失 37 754 1.20C 528 379 484 365 858 2,159 91C 780 342 304 12 106 167 • 82 65 76 

破 副ll20，593 24 ,805 67.642 61.887 60,377 52,581 37,493 9,385 18,553 29,734 50.359 44 ,432 42.414 40,993 46,092 48.621 39,743 岡9，719 42,641 

極主 五上 13 ， 627 33,971 4,847 4,165 448 3,61Q 4,459 6,427 23,056 41,117 56,474 49,599 42,570 44.031 38,267 38,885 28,280 匝5，553 24 ,31C 

t;M IJlI 5,589 5489 5,45 5,591 4.418 3,287 1.703 916 2,400 4,268 10,113 15,493 16,885 14 ,999 12,674 17,234 15,524 14 ,796 15,107 

汚 JJlI 2,018 4 目398 4.84 3,862 2,967 2.187 945 177 961 1,579 2,875 3,649 4,307 4,729 4,687 5,283 4,387 3,527 3.478 

焼損 28 1.49E 364 252 351 1,500 1.015 
1,84716 3 

1.025 606 337 220 253 314 254 21 101 

変 2え 499 1.597 2.207 2.628 1.714 l , 76092 E 536 1,178 3,297 3,100 3,328 3,057 3,186 3,446 2,250 2,159 2目 704

動物死傷 706 1.215 73 827 779 125 288 497 797 1.857 1.618 2,157 1,666 1,943 1,452 1,093 2,477 

その他 ut嗣 161 367 155 200 2∞ 104 50 141 279 304 342 427 395 301 404 314 270 255 

延 ~Ví'l 192 336 366 450 109 44 40 40 99 177 33C 649 792 9751 7げ 910 846 844 

合 官 十 47 ，721 107,512 127,548 1J 8 ， ~01 107,366 10524281| 96.717 99,072 150,791 176,847 214 ,593 172.394 144.118 l吋26仰 133,484 103,453 ß5,375 100,45 

数 100 22E 267 248 225 2211 203 208 316 371 45C 361 302 2841 265 280 217 2∞ 21 

一一 刊 | 一一




